
中

A
E
恒
聖
A
Eニ
寸
『
四
回
重
三
種
副
司
餌
物

B
E
《

M'n一
同
-
園
調
官
d
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韓
間

人
間
愛
の
起
源

租
税
公
正
の
賓
呪
難
・
目
E

・
一
-
-
-
-
-
-
-
藍
午
博
士

現
象
撃
的
基
本
考
察
・
・
・
・
・
・
・
・
・
文
事
博
士

崎

町

抽

調

関
税
特
別
曾
議
に
就
て
・

a
-
-
-
-
法
峨
博
士

労
働
組
合
主
義
ご
集
合
契
約

-
E
E
-
-

法
烈
博
士

抱

眠

諸

問

金
利
ご
物
債
ど
の
相
閥
聞
係
に
就

τ
純
一
横
手
工

欧
洲
肌
叫
ん
'
水
産
運
動
及
び
家
産
制
度
-
-
終
消
川
干
・
十
ム

ス
i
ス
の
植
民
地
論
紅
一
鉱
山
認

-
E
-
終
済
学
士

雄

棺

錦

蛾

生
計
調
査
よ
り
肌
た
る
祖
椛
責
措
・
・
法
創
平
士

法
ぬ

A
ω
r

重
川
世
愉
山
品
工
業
組
合
施
行
処
同
・
愉

m組
合
法
他
行
地
川

叫

剛

錦

同

町

本
誌
第
十
一
巻
乃
至
第
二
十
巻
論
題
索
引

是主

禁

時

載

川
村
多
寅
二

紳

戸

正

雄

米

国

庄

太

郎

授

河末

回鹿

嗣重

郎雄

谷

口

吉

彦

八
木
芳
之
助

長

田

一

二

郎

沙

見
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韓

主君

生
計
調
査
よ
り
槻
た
る

租
祝
賀
携

汐

見

白日

財
産
税
所
得
税
等
の
庇
接
税
は
、
税
制
榔
を
直
接
に
捕

、
納
税
者
が
同
時
に
櫓
税
者
た
る
事
を
原
則
正
し
て

ゐ
る
か
ら
、
そ
の
負
捻
閥
係
も
比
較
的
山
単
純
で
あ
る
。

然
る
仁
砂
糠
消
費
税
酒
進
税
の
如
き
間
使
消
費
税
に
あ

b
て
は
、
税
飯
合
庇
設
に
捕
捉
す
る
を
待
す
、
従
っ
て

納
税
者
が
某
の
負
搭
を
第
三
者
た
る
消
費
者
に
鞠
嫁
す

る
を
常
と
す
る
が
故
に
、
問
題
は
断
る
泊
四
雑
ご
な
る
。

納
税
者
却
も
携
税
者
た
る
所
得
税
財
産
税
に
於

τ

は
、
通
『
佐
伯
累
進
税
率
主
義
が
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
携

税
者
は
、
所
得
金
額
財
産
金
額
の
大
な
る
に
従
ひ
、
漸

次
高
率
の
組
枕
を
負
指
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
之

除

生
計
開
査
よ
り
腕
た
る
租
枯
負
抱

雑

に
反
し
、
納
税
者
言
権
税
者
ぜ
が
共
人
を
回
調
に
し
て
ゐ

る
間
接
消
費
税
の
場
合
じ
あ
h
て
は
、
地
出
税
者
が
果
し

て
如
何
な
る
負
傍
閥
係
に
立
て
も
り
や
は
、
税
法
の
み
で

は
決
定
L
難
い
の
で
あ
る
o

蓋
し
、
間
接
消
費
税
の
税

率
が
累
進
で
ゐ
ら
う
が
、
比
例
で
あ
ら
う
が
.
累
港
で

あ
ら
う
が
、
そ
は
車
に
納
税
務
の
租
枕
納
付
の
閥
係
を

規
定
す
る
仁
止
ま
b
、
携
税
者
の
事
質
上
負
擁
す
る
閑

接
消
費
税
は
、
是
れ
ご
は
会
〈
回
調
h
た
る
蹴
況
に
定
ま

っ
て
行
(
か
ら
で
あ
る
。

各
消
費
者
が
幾
何
の
閉
按
消
費
税
を
負
指
し
て
ゐ
る

か
、
叉
そ
の
負
携
舗
が
消
費
者

ω所
得
金
額
百
如
何
な

る
閲
係
に
立
っ
か
を
調
査
す
る
が
縛
め
に
は
、
間
接
消

費
税

ω納
税
者
た
る
生
産
者
り
側
を
翻
る
よ
b
も
、
寧

乃
僚
税
者
た
る
消
費
者
の
生
計
山
川
越
を
明
か
に
せ
ね
ば

な
ら
凶
。
此
意
味
に
於
て
、
生
計
調
貸

ω結
川
端
が

L

ば
し
ば
租
税
負
擦
の
研
究
に
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

開口問。
f
z
E
E
S
F
冨
o
E
Z耳
、
の
色
O
R
の
生
計
調
査

は
、
そ
の
代
表
的
の
も
の
で
ゐ
る
。
就
中

Z
S
E
E
P

P『

E
R

の
研
究
は
此
械
の
研
究
中
の
出
色
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
土
方
教
授

ω紹
介
ゐ
h
し
に
拘
ら
守
、
手
、

(
第
五
陸
一
五
三
)

第
二
十
一
巻

士
j， 

土}n&'美歌授.柿宇租棺諦締義 384-390f(
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雑

錨

生
計
調
査
よ
P
獅
た
る
租
桔
負
措

の
大
館
を
説
明
す
る
。

-一

周

E
B
Eロ
J
H
、
信
頼
す
ぺ
き
家
計
簿
七
十
六
を
選

ぴ
、
そ
れ
を
基
礎

Z
L
て
間
接
消
費
税
の
負
携
額
を
各

消
費
者
に
つ
き
調
査
し
た
の
で
あ
る
。
先
づ
彼
は
、
間

接
消
践
校
の
課
税
物
件
た
る
ハ
門
雄

ω砂
糖

臼

7
1

ヒ

側

石

油

田

脂

肪

閃

パ

y
、
変
粉
、
米
却
煙

草
川
葡
萄
酒
刷
火
調
附
を
淵
の
消
技
量
及
び

消
費
額
を
各
家
庭
に
つ
き
計
算
し
て
ゐ
る
。
こ
の
消
費

量
及
び
消
費
制
が
明
か
正
な
れ
ば
、
官
民
に
進
ん
で
、
各

家
庭
が
此
等
課
税
物
件
の
消
費
に
伴
ひ
幾
何

ω
間
接
消

費
税
を
負
指
し
て
ゐ
る
か
い
v
、
誇
明
せ
ら
れ
る
の
で
ゐ

る。
Z
E日
目
ロ
は
、
消
費
量
消
費
額
よ
h
間
接
前
提
枕

負
携
紙
を
算
定
す
る
に
嘗
h
、
納
税
額
の
全
醐
胞
が
消
費

者
に
縛
嫁
た
る
も
の
ご
仮
定
し
て
ゐ
る
。
但
L
パ

y
、

多
粉
、
脂
肪
の
閲
税
に
つ
い

τは
‘
景
気

ω
猿
動
に
件

ひ
、
或
は
内
地
で
是
の
全
部
を
負
指
し
又
は
内
地
ピ
外

岡
正
で
そ
れ
を
共
同
負
備
を
す
る
場
合
ゐ
る
が
放
に
、

彼
は
、
五

C
M抑
負
鎗
の
場
令
を
最
低
記
し
一

ooup負

第
二
十
一
巻

(
第
豆
磁
一
一
主
凹
)

七
九

携
の
場
合
を
最
高
正
し
二
様
の
計
算
を
施
L
て
ゐ
る
。

H42目
白
ロ
は
、
更
に
問
題
を
進
め
、
各
消
費
者
の

負
擁
す
る
間
接
消
費
税
額
が
そ
の
所
得
金
額
ご
如
何
な

る
制
令
仁
立
っ
か
を
調
ぺ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
七
十

六
の
家
計
簿
を
所
得
の
大
小
仁
感
じ
て
、
八
百
麻
以
下

の
所
得
を
有
す
る
家
・
疑
十
三
、
八
百
麻
乃
至
千
二
百
麻

の
階
段
二
十
人
、
千
二
斤
麻
乃
至
二
千
胤
の
所
得
階
段

に
嵐
す
る
家
庭
十
入
、
二
千
刷
乃
至
四
千
蹴
五
家
庭
、

同
千
麻
乃
至
一
高
麻
五
、
一
高
い
い
鵬
以
上
七
正
、
都
合
六

階
段
に
品
川
ら
、
各
所
得
階
段
に
つ
き
間
接
消
費
枇
額
正

所
得
金
額
ご
の
割
合
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

HAE自
自
ロ
の
研
究
の
結
果
を
、
入
斤
LM
以
下
の
所

得
階
段

ω
み
に
つ
き
ま
ピ
め
る
ピ
、
第
一
表
を
得
る
事

が
出
来
る
。

第

表

出

品

目

税

負

制

消

費

此

前
川
宜
制

断

周
到
に
針
す

る
割
合
財

口・

4Tハ

ロ・

2M

口
三
百

霊I

帝国

コ 砂 趨

ヒ措

里
ハ
ポ
シ
ド

u
 

j
 

内

虫
自三

・
五

士山

↓一-Aa

口・
h一-一一
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石

油

脂

肪

バ
ン
、
高
官

粉
、
最

周

草

葡

荷

栢

火

酒

豪

酒

第

E牢

3/4玉
向旦
臼也 z

不
明

一A
リ
タ
ト
ル

表得

i瞳

主主

一

高

蜘

以

上

四
千
蹴
乃
豆
一
高
蹴

二
千
蹴
乃
豆
四
千
廊

千
二
百
凪
乃
至
二
千
廊

λ
百
腕
以
上
千
二
宵
腕

λ

百

蹴

以

下

九・一口
一一l
l
一宮一

吉T 同呈 l姐

一-h
己主ド凸・九

一日・山一日
l
ム石・一品

口日一・七口・ニ

ロ・ロニ
ロ・口証

口・一ニ
ロ・一品

口・一一九
口・国
4
d
H

ロ・内一一
口
・
台
三
一

口・主

852 
'1 ~ 

坑口ヲ
....A: 

白・ロニ
ロ墓石

0

・口一品

石

?
♀
 

口・-一一口・一九
口・↓
f
H
AD--石

口・ヨ耳

Z
E自
E
ロ
は
、
第
一
表
に
示
し
た
る
が
如
き
附
究

を
各
所
得
階
段
に
つ
き
・
繰
り
返
へ
し
て
ゐ
る
o

第
二

表
は
、
彼
の
研
究

ω
結
山
本
す
包
括
的
仁
一
不

L
た
る
数
字

表
で
あ
る
。

f由

周

草

調

顕

ハ
シ
、
葬
粉

I~ ロ・口丁占・ヨ一

口・口一
T
0・2

口・口
H
l
占・三

口・口
A
l
占・一世

口二五l口・一
1

0

・0
A

口・一月 腕

骨

肝

間

接

消

費

軸

負

弛

の

所

制

時

金

闘

に

封

す

る

割

合

(

財

)

W
掛
川
訓
叫

2

I
ヒ

口・一一口
口・
N
ユ

口・吾一

ロ・一一一
口・一八

口・一
A

ロ・一一一
口・一一
z

口・口一一

口・且品
口・回一口・一一一亘

ロ・一旦
Il
凸・一面

白ζ
一丁占・日一

口・一見
l
凸・主

--一
τ
丁
了
云

工
6
1
7
4
A
M

一・内品
i
l
-
一・一ヨ一

=・き

T27実

ヨ一-
S
I
l
-
-
二一

同・正一

i
七
三
A

本
表
を
見
る
ご
、
煙
車
酒
類
を
除
き
、
間
接
消
費
税
一
而
し
て
こ
の
累
退
的
の
趨
勢
は
、
各
家
庭
の
負
描
制
す
る

の
負
婚
に
共
通
せ
る
一
現
象
が
存
し
て
ゐ
る
。
所
得
金
一
間
接
消
費
税
の
合
計
を
算
定
す
る
事
に
よ
っ

τ、
明
附

額
が
大
E
な
る
に
従
ひ
、
消
費
税
が
所
得
に
劃
し
て
占
に
一
不
呂
れ
る
の
で
め
る
。
間
接
消
費
税
負
慌
の
最
低
の

む
る
割
合
の
少
〈
な
っ
て
ゐ
る
事
が
、
こ
れ
で
ゐ
る
。
数
字
を
ご
れ
ば
、
八
百
跡
以
下
の
所
得
階
段
に
て
は
腕

雑

峰

生
計
調
査
よ
り
翻
た
る
租
紘
負
強

第
二
十
一
容 口 00

・g 七 同
園内

ロ・均
h
i
l
-
-
A九

7
-
Z
l
ニ・且
A

子
台
口
l
i
五
・
完

(
停
亙
政
一

E
E
)

七
九
三



雑

錐

生
計
調
査
よ
り
観
た
る
租
措
員
接

得
の
四
・
五
一
，
%
を
消
費
税
ぜ
し
て
負
携
し
て
ゐ
る
の

に
、
所
得
階
段
山
上
る
に
つ
れ
漸
次
そ
の
割
合
を
減

じ
・
途
仁
一
高
麻
以
上
の
階
段
に
至
る
三
一
・
一
一
一
一

μ

の
数
字
に
な
っ
て
ゐ
る
。
克
に
、
最
高
の
数
字
仁
つ
い

て
も
、
同
慌
に
探
退
の
現
象
ゐ
る
を
見
る
の
で
あ
る
。

八
一
白
琳
以
下
り
所
得
階
段

ω
負
携
す
る
消
費
税
り
税
率

七
・
二
八
%
仁
比
較
す
る
ご
、
一
高
蹴
以
上
の
所
得
階

段
の
税
率
一
工
一
六
%
は
、
恰
も
六
分
の
一
に
蛍
っ
て

ゐ
る
。
注
目
す
吋
き
事
貨
で
ゐ
る
。

出

E
E
Bロ
は
、
更
に
上
部
シ
ド
ジ
ア
の
家
計
簿
四

百
五
十
及
び
瑞
函
の
家
計
簿
を
利
用

L
て
、
同
州
悼
の
調

査
を
施
し
て
ゐ
る
。
滋
に
も
閑
じ
〈
、
累
誕
の
現
象
り

存
す
る
を
見
る
心
で
あ
る
。

=一

Z
E
E
Eロ
の
門
下

P
己
O

『
J
H
、
そ
の
恩
師
の
研
究

方
法
を
継
承
し
、
一
屠
新
し
き
且
つ
一
屠
確
貨
な
る
材

料
に
よ
h
、
間
接
消
費
税
の
負
揚
闘
係
を
明
か
に

L
た

の
で
あ
っ
花
。
の
旦
o
『
の
調
査
方
法
を
大
約
す
る
吉
、

次
の
如
〈
で
あ
る
。

第
一
、
調
査
主
髄
は
、
令
計
千
六
十
九
の
家
』
挺
で
ゐ

第
二
十
一
審

へ
銘
五
披

七
九
四

一
五
六

る
が
、
共
中
よ
ち
伯
林
市
統
許
局
調
査
に
炉
、
る
分
入

百
八
十
九
を
除
き
た
る
獲
俄
百
人
十
が
、
磁
貨
な
る
材

料
ピ
し
て
専
ら
用
ひ
ら
れ

τゐ
る
。
こ
の
百
八
十
の
家

庭
は
平
均
家
族
数
回
・
二
人
で
あ
る
。
最
初
材
料
を
蒐

集
す
る
仁
際
L
、
調
身
者
の
家
計
簿
、
多
人
数
の
家
族

を
有
五
る
家
計
簿
を
除
外
し
た
か
ら
、

h-づ
れ
の
家
庭

の
家
族
数
も
こ
の
平
均
家
族
数
ご
大
差
な
い
の
で
あ

る
。
百
人
十
家
庭
の
中
で
、
勢
働
者
は
百
六
、
他
の
七

十
四
は
致
員
及
び
郵
便
局
事
務
員
で
あ
丸
一
。

第
二
、
調
査
主
飽
正
し
て
、
各
家
庭

ω牧
入
支
出
の

蚊
況
を
調
で
以
て
間
接
消
費
税
の
負
踏
閲
係
を
明
か

に
し
た
の
で
あ
る
。

の
司
王
、
は
大
陸
仁
於

τ
2
0
5
5
の
先
例
に
基

き
、
所
得
階
段
を
次
の
如
〈
仁
分
類
し

τ
ゐ
る
。

四
千
腕
乃
至
六
千
腕

二
千
醐
乃
至
凹
千
腕

千
二
首
蹴
乃
至
二
千
脚

λ
百
腕
乃
至
千
六
百
蹴

λ
百
腕
以
下

丸
一
部
民

七
六

二
九五

支
出
の
方
面
ど
し
て
、
特
に
間
接
消
費
税
の
謀
税
物

¥Vilhclm Gerloff; Vcrbrauch und Vcrbrauchsbelastung klcincr und mi 

ttlerer Einko¥ul11cn in Deutschlalld ILlU dic ¥Vem!c -rlcs II). jahrhunderts 

(Jahrbiichcr fiir Nationalbkollomic山ldStatistik 1日08.S 1-44. 145-172) 

3) 

い仇 }ν料"，.:-'.~，お，:O.~古式予持拘持吋't'，-.~・州白常利一，，\.，_~"'.，.， 13'-' "'，." 



件
に
つ
き
、
そ
の
消
費
量
、
消
費
額
及
び
租
税
負
指
額
の
調
査
は
「
揃
一
ゲ
年
の
記
帳
様
式
」
を
採
用
し
て
ゐ

を
調
吋
て
ゐ
る
。
卸
ち
、
各
消
費
者
が
、
一
月
櫨
コ
砂
る
o

の
q
E『
は
、
材
料
の
吟
味
せ
ら
れ
て
ゐ
る
後
者
を

続

日

コ

I
ヒ
側
石
油
到
脂
肪
山
内
配
山
山
釦
物
一
専
ら
利
用
し
た
、
前
者
は
軍
に
補
充
的

ω意
味
に
用
ひ

川
燈
草
川
火
酒
附
山
グ
舗
を
幾
何
消
柴
し
、
且
つ
こ
一
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

れ
に
よ
h
幾
何
の
悶
接
消
費
税
を
負
捻
せ

h
ゃ
を
計
算
一
最
後
に
、
調
査
期
閉
ざ
し
て
は
、
千
九
百
年
乃
至
千

し
た
の
で
あ
る
。
関
税
の
全
額
U
A
び
字
額
を
、
闘
税
負
一
九
百
六
年
が
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
-
一
ユ

p

y
〈

蜘
聞
の
最
高
最
低
ピ
せ
し
胡
は
、

H
A
E
E
Eロ
の
場
合
吉
岡
一
戸
グ
の
材
料
は
、
特
に
正
確
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

様
で
あ
る
。
術
砂
糖
消
費
税
は
、
一

0
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
一
千
八
百
九
十
九
年
二
月
一
日
に
始
ま
つ

τゐ
る
に
拘
ら

に
つ
き
二
十
山
臓
の
場
合
ご
十
四
庇
酬
の
場
合
ピ
が
ゐ
っ
た
-
争
、
例
外
的
仁
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

か
ら
、
こ
れ
亦
最
低
最
高
の
ニ
場
合
に
分
っ
た
の
で
あ

-
P円
一
。
弓
は
、
大
陸
此
方
針
に
基
き
、
間
接
消
費
税

る
o

一
の
負
携
関
係

ev研
究
し
た
の
で
あ
っ
た
。
第
三
表
は
、

第
三
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
は
、
伯
林
の
八
百
八
十
一
彼
の
研
究
の
結
巣
に
な
る
、
各
所
得
階
段
別
の
祖
税
負

九
の
生
計
調
査
は
尋
問
械
式
に
よ
り
、
其
他
の
百
八
十
指
割
合
を
示
し
た
も
の
で
ゐ
る
。

節

表

般

直

f是

輪

l問

接

ill" 

費

積

租

槍

負

抱

合

計

所

得

階

t旦

組
針
制
{
腕
)

一一己口・

8

正口・ロロ

所
川
町
に
劃
す

る
剖
骨
(
戸
川
}

同・口口一-A
U

絹
針
制
(
踊
)

究
・
一
口
l
宅
・
吾

宅
・
き
内
均
二
百

所

得

に

劃

す

る
制
令
(
財
)

7
D問
|

7同
λ

7
A口

l
子
五
四

絡
封
軒
(
胸
)

ニ同八・一口

1
一
一
宅
・
舌

老
圭
?

l
一二門会一口

所

得

に

劃

す

る
制
合
(
出
)

手
口
同

I
』・史

子
育
|
阿
・
同
一

四
千
肺
乃
豆
大
千
耐

二
千
醐
乃
至
四
千
蹴

千
二
首
脳
乃
重
二
千
蹴

凡
百
蹴
乃
韮
二
千
臨

λ

百

腕

以

下

Z 九コ

きき主主

ロロロ

児室克

回
同
・
苫

1ゴ一・邑

毛・
A口
l
l菩
7
A口

一
言
・
一
己
|
皇
内
・

8

子

A
A
Z・

品
川

A

E--さ
l
干口一一

r
了
内
早
1
1
・二一一

若
・
口
孟
七
回
・
自

宅・

8
l空
・
七
口

一
五
・
苫
回
口
・
三
一
口

司一・交

i
同・七七

回
・
若
|
干
宅

回・一一

車量

錐

生
計
調
査
よ
り
都
止
る
租
紐
負
強

第
二
十
一
巻

(
第
五
貌
一
亙
七
)

士
九
五



雑

生
計
調
査
よ
明
腕
た
る
租
稔
負
掘

直
油
田
稔
り
場
合
に
は
、
そ
の
税
率
が

0
・
四
九
必
よ

り
0
・
九
五
折
、

0
・
七
九

μ
、
了
入
七
折
、
四
・

o
o

d
w
E
所
得
階
段
の
大
正
な
る
に
従
ひ
増
加
し
て
ゐ
る

G

直
接
税
の
回
前
進
的
な
る
に
反
し
、
開
接
税
負
擦
が
累
吊
括

的
で
あ
る
事
は
、

Z
E
B
Eロ

ω場
令
ぜ
会
〈
同
C
で
'

ゐ
る
。

鈍回

開口問色、
4

》円。ロ

LU26
の
研
究
b
、
そ
の
結
論
に
於
工

Z
B
E
E
P
の日
]
O
弓
の
生
計
調
査
己
同
様
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
生
計
調
査
を
基
礎
ご
し
て
租
税

ω負
携
関
係

を
調
査

L
た
る
結
果
は
、
是
を
次

ω
ニ
つ
に
要
約
す
る

事
が
出
来
る
。
第
一
に
、
直
接
枕
を
納
め
て
ゐ
な
い
人

も
間
接
消
設
枕
を
負
強
し
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
こ
れ
、

官
接
枕
の
納
税
額

ωみ
を
選
泉
人
資
格
の
桜
山
中
古
せ

L

制
限
柵
地
理
が
、
遂
に
支
持
し
雑
〈
な
っ
た
有
カ
な
る
一

理
由
で
あ
る
。
第
二
に
、
所
得
税
財
産
税
等

ω直
接
税

仁
は
専
ら
紫
進
枇
率
が
行
は
れ
て
ゐ
る
に
反

L
、
間
接

消
費
税
の
税
率
の
進
み
方
が
寧
ろ
掛
川
浩
的
な
る
事
で
ゐ

る
。
こ
れ
一
方
に
於
て
間
接
消
費
税
に
本
質
的
仁
件
ふ

紋
陥
な
る
ご
共
仁
、
他
方
に
あ
り

τは
市
接
税
の
回
調
進

第
二
十
一
審

{
第
五
鋭

一E
λ
)

二

L
-
、

」
1

，y
J
'

税
率
主
義
を
蹄
議
す
る
大
事
貨
で
ゐ
る
。

生
計
調
査
を
利
用
し
て
間
接
消
提
税

ω負
携
関
係
を

明
か
仁

L
K
此
樋
の
研
究
は
、
常
仁
重
大
な
る
或
限
定

を
泣
い
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
納
税
者
の
負
捻
せ

L
間
接

消
費
税
が
、
そ
の
課
税
物
件
E
共
に
、
共
催
に
携
税
者

に
縛
嫁
す
ご
一
再
ふ
事
で
あ
る
。
凡
そ
間
接
消
費
税
が
、

生
産
者
た
る
納
税
者
の
手
を
離
れ
最
後
に
捻
枕
者
た
る

泊
持
者
の
負
携
に
師
着
す
る
迄
に
は
、
幾
多
の
事
情
に

支
配
せ
ら
れ
且
つ
影
響
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一

に
、
課
税
物
件
そ
の
も
の
が
、
そ
の
納
税
者
た
る
生
産

者
よ
h
抱
税
者
た
る
消
胤
賞
者
に
う
つ
る
聞
に
、
量
的
質

的
に
越
化
す
る
の
一
で
あ
る
。
寛
仁
、
租
税
の
前
挑
ひ
後

抽
抑
ハ

υ
山
金
融
闘
係
、
其
他
生
産
者
ピ
消
去
者
ご
の
聞
に

存
す
る
各
日
刊
の
抑
制
蹴
胴
上
の
強
引
捌
閥
係
仁
基
言
、
或
は
課

税
額
以
上
の
も
の
が
生
産
者
よ
b
消
曲
賞
者
仁
特
嫁
せ
ら

れ
、
又
は
以
下
の
も
の
が
消
費
者
に
負
指
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
課
税
物
件
そ
の

b
の
及
び
樽
嫁
の
枕
領
に
h
p

〈
の
如
き
動
指
が
存
す
る
が
故
に
、
納
税
者
の
支
梯
O

L
税
枕

ω恰
も
一

0
C
M刊
が
裳
催
に
捻
枕
者
に
輔
嫁
す

る
E
蝦
定
す
る
事
は
、
可
な
b
の
胃
険
を
件
ふ
の
で
あ
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lit-

名
。
材
料
及
び
方
泌
を
充
分
に
吟
味
し
た
る
冨
O
E
r
町長

。
旦
o
q
の
研
究
に
も
、
此
意
味
に
於
て
は
可
な
b
批
評

の
伶
地
が
存
し
て
ゐ
る
。

か
〈
の
如
〈
、
生
計
制
査
に
よ
ち
間
接
消
費
税

ω
負

捻
を
研
究
す
る
事
は
頗
る
困
難
な
る
仕
事
で
あ
る
が
、

そ
の
鷲
す
所
は
頗
る
大
で
あ
る
。
然
し
、
此
附

ω研
究

が
成
立
し
得
る
斜
め
に
は
、
そ
の
前
提
Z
L
E
比
般
的

完
備

L
た
る
生
計
調
査
が
存
在
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら

向
。
高
野
博
士
が
二
十
峨
工
の
家
庭
に
つ
き
生
計
調
査

を
試
み
ら
れ

τ以
来
、
我
闘
で
も
可
な
b
大
規
模
な
る

且
つ
確
討
な
る
生
計
調
査
が
紛
々
質
表
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。
例
へ
ば
、
犬
阪
市
役
所
の
と
の
。
M

H

O
同

t
Eロ
向
山
富
a

。ロ
m
U
F
O
Z「
qユ
ロ
。

E
E
=
内
務
省
術
生
局
内
「
東
京

市
京
続
同
月
島
に
於
り
る
質
地
調
査
報
告
」
、
東
京
府
内

務
部
枇
曾
謀

ω
「
東
京
市
及
近
伎
町
村
中
等
階
級
生
計

費
調
査
」
、
近
f
は
協
制
品
目
の
「
俸
給
生
活
者
職
工
生
計

調
査
報
告
」
に
畿
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
生
計
調
査
の
如
言
、

定
め
て
五
額

ω経
叫
H
t
多
大
の
符
心
ご
の
結
果
仁
な
る

も
の
で
ゐ
ら
う
。
只
遺
械
な
事
に
は
、
我
闘
に
於
て
後

表
せ
ら
れ

L
此
等
的
生
計
調
査
に
は

1
1原
表
は
知
ら

生
計
調
査
よ
り
顕
た
る
組
枕
負
描

雑

録

円

ν
;
H
J此パ
H
h
r
i
l
r
f

川

A

1

7

A
r
i
l支
出
の
分
一
諜
ご
し
て
箪
に
消
費
物
の
償
額

ωみ

が
掲
載
せ
ら
れ
、
そ
の
銘
柄
及
び
数
量
に
閲
す
る
記
越

が
全
然
快
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

h
r
(
τ

は
、
此
等

ω

消
費
物
が
納
税
者
た
る
生
践
者
の
手
に
あ
る
時
に
巣

L

て
幾
何
の
間
接
消
費
税
を
負
抽
出
せ
し
ゃ
、
従
つ
庁
、
各
消

費
者
は
結
局
幾
何
山
間
接
消
費
税
を
負
協
せ

b
ゃ
、
夏

に
進
ん
で
各
消
費
者

ω所
得
金
額
正
間
接
消
費
税

ω負

強
ご
の
関
係
は
如
何
な
る
蹴
践
に
ゐ
・
9
や
等
の
問
題

は
、
此
純

ω
生
計
制
査
よ

b
解
決
し
得
な
い
の
で
あ

る。
間
接
消
費
税
的
負
指
附
係
を
質
経
的
仁
研
究
せ
ん
己

す
る
立
場
よ
b
L
て
、
我
凶
山
生
計
調
査
が
向
一
層
完

全
な
ら
ん
事
を
収
hu
の
で
あ
る
O

(

ニ
五
、
一
O
、一
O
)

第
二
十
一
事
一

(
第
五
韓
一
五
丸
)

ヒ
九
七


